
平成 22年度 第 1回理事会報告 

                        6月 14日（月） 15：00～  
                        かながわ県民センター５F 研修室                                                          
                       
○第５回神奈川大学高大連携シンポジウム開催について（神奈川大学高大連携協議会） 

  資料により、標題の開催案内等の説明があった。各県立高等学校長あてに、文書・資 
料は発送済みである。参加は事前申し込みが必要。各学校に送付した資料をご覧いただ 
き、申し込みをお願いしたい。 
 
Ⅰ 協議事項 

 １ 関係教育団体等への役員の派遣について 
  ・４２の関係教育団体等の会議などに役員を派遣している。派遣者名が確定したの 

で提示したい。（承認） 
 
Ⅱ 連絡・報告事項 
１ 会長より 

１）定期総会・会長研修会について 

 ・定期総会において、22年度研修事業会計予算（案）の資料に一部不備があり、 
議案審議において混乱をきたし、会員の皆様にご迷惑をおかけした。お詫びを

申し上げる。 
 ２ 調査広報委員会より 

１） 高Ｐ連ホームページについて 

 ・22 年度は今までにも増してホームページの充実に努めていきたい。 

 ３ 健全育成委員会より 

  １）資料により説明があった。5 月 24 日に会議を持ち、委員会の年間予定を確認し、 

健全育成大会の申し送り事項と懸案事項について協議した。 

４ 研修委員会より 

１） 定期総会・会長研修会（６・５）の反省、課題について 

 ・出席者数は会長研修会 289 名、総会 355 名、懇親会 255 名。当日会員からいた 

だいたアンケートを集計して、来月の理事会に提示したい。また、当日の反省、 

課題等意見があれば出していただきたい。 

「理事会で出された主な意見」 

＜会長研修会について＞ 

 ・1 部屋で 2 グループが協議。隣の声等が聞こえてしまう。 

 ・参加者全員の名札を作ったらどうか。記録を取るうえでも有効だと思う。 

 ・同一高校の校長と会長が別部屋でよかったという意見があった。 

 ・単位制の高校を 1 グループにまとめたことが大変好評であった。 

 ・テーマを「ＰＴＡ活動全般について」としているが、グループ毎に共通の 

テーマを決めて、協議するのもよいのでは。 



     ・県高Ｐ連の組織図等の説明もお願いしたい。 

     ・司会（校長）の進行がうまく、有意義な研修となった。 

    ＜定期総会について＞ 

     ・事前に総会資料を各単Ｐに送っていただけないか。 

２） 高Ｐ連各委員会引き継ぎ事項について（総務より） 

 ・3 つの委員会の引き継ぎ事項を資料にまとめた。ご参考にし、今年度の活動に 

ご活用いただきたい。 

５ 校長会より 

１） 第 1 回社会環境健全化推進街頭キャンペーンの日程について 

 ・資料によりキャンペーン日程の説明があった。ＰＴＡ会員の参加協力をお願い 

したい。 

６ 生涯学習課より 

１）平成 22 年度生涯学習指導者研修「県立高校ＰＴＡ担当教員コース」への役員の

派遣について 

 ・７月２９日（木）13：30～17：00 かながわ県民センター2 階ホールほかで標

題の研修を行う。今年度は 21 年度県大会で発表された鶴見総合高校と金井高校

に発表を依頼し、ＰＴＡ担当教員の研修を深めたい。例年どおり、本研修にお

いて連合会役員 7 名の派遣を頂き、貴重なご意見等を頂きたい。 

 ７ 外部会議報告 

  １）かながわトラストみどり財団・第 36 回評議委員会報告が紙面によりあった。                                                                                                                       

８ 事務局より 

１）平成 22年度ＰＴＡ会員等調査結果を提示した。 
２）高Ｐ役員・理事に対して、「ＰＴＡ団体傷害保険」への加入手続きをした。 

  ３）「全高Ｐ連賠償責任保障制度」事故支払い済みリスト（Ｈ２１年度分）を提示し 
た。 

４）役員、理事の旅費支給について説明をした。 

５）全国高 P連事務局インフォメーション NO122を提示した。 
 
Ⅲ その他  

 １ 地区情報交換ほか 
  ・新年度、新体制第 1回の理事会。自己紹介を兼ねて地区情報交換等を行った。 
  ・専門教育部会から、次年度総会においては資料を整理し、専門教育部会の事業報 

告・決算報告、事業計画・予算案を含めて提案していく方向で検討を進めたいと 
考えが述べられた。 

 ２ 原嶋会長より（顧問の委嘱について） 
  ・県高Ｐ連規約第 12条に、「この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱 

し、この会の重要事項について会長の諮問に応ずる。」とある。22年度顧問とし 
て、岸前会長にお願いしたいと提案があり了承された。 

 



 
Ⅳ 今後の予定 

＜理事会＞ 
22年度第 2回【7月理事会】 
  7月 20日（火） 役員会 13：00  理事会 15：00  会場：県民センター5階 
22年度第 3回【9月理事会】 
  9月 2日（木）  役員会 13：00   理事会 14：00  会場：県民センター305 
22年度第 4回【10月理事会】 
  10月 6日（水） 役員会 13：00  理事会 15：00  会場：県民センター5階 
 
 


